
お問合わせ先

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：古賀(康)、坂上

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号
テクノセンタービル１階

対
象
者

主な要件
（１）中小企業基本法第２条第１項各号に掲げる中小企業者であること
（２）北九州市内に本社及び事業所を有すること。
（３）みなし大企業にあたらないこと。
（４）北九州市税を滞納していないこと。

必要書類や申請方法等の詳細は、下記URLにアクセスしてご覧ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html

TEL 093-873-1433

URL
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
san-kei/san-chuushou.html

利用しやすくなりました！

★募集期間を設けず、随時お申込みが可能に！
★審査期間の短縮

＜助成金額＞ 下記対象経費の2分の１（上限50万円 千円未満切捨て）

R5の見直しPoint！

北九州市事業承継・M&A促進化助成金

市内中小企業者の事業承継を応援します！！

⇒申請から認定まで手続きを迅速化！

★M&A仲介手数料の成功報酬についても
助成対象になりました。

⇒完全成功報酬型の仲介業者への
仲介委託も対象！

交
付
要
件

（１）本助成金の申請は、専門事業者への委託契約締結より前に行うことが必須です。
（２）申請を行った日から令和６年２月１５日までに支払いが終了する事業であることが必要です。
（３）国及び関係団体等から同種の補助金等の交付を受けていない又は受ける見込みがないこと。
（４）助成金の交付は、年度を問わず１事業者につき１回まで。

※消費税・振込手数料、専門事業者に対する相談料、顧問料、官公庁等の手続き及び書類作成、
個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用等は、対象外です。

助
成
対
象

事業区分 経費区分

事業承継計画の策定等
（親族内、従業員承継）

・課題分析（見える化）や経営改善（磨き上げ）等のコンサルティング
委託料
・株価など企業価値の算定委託料
・相続税・遺産分割等の対策策定委託料
・事業承継計画の策定委託料 など

Ｍ＆Ａの仲介委託等
※買い手側の費用は対象外

Ｍ＆Ａの仲介者やＦＡ（フィナンシャル・アドバイザー）へ支払う手数料
・着手金、企業調査手数料、月額報酬、中間報酬、成功報酬 など

🔍
【QRコード】

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/

